
事業名︓

現在の位置︓ 予算編成過程の公開  令和３年度予算  商⼯労働部 多様な雇⽤機会創出促進事業

  もどる （この事業に対するご質問・ご意⾒はこちらにお寄せください）
商工労働部 雇⽤政策課 雇⽤戦略担当 
電話番号︓0857-26-7229  E-mail︓zaisei@pref.tottori.lg.jp

当初予算 ⼀般事業（公共事業以外）  政策戦略事業要求      ⽀出科⽬  款︓労働費 項︓労政
費 ⽬︓労政総務費

多様な雇⽤機会創出促進事業
 

 事業費(A) ⼈件費(B)
トータルコスト

(A+B)
正職員

会計年度任
⽤職員

特別職⾮常
勤職員

令和３年度当初予算額 1,412千円 1,584千円 2,996千円 0.2⼈ 0.0⼈ 0.0⼈

令和３年度当初予算要求額 1,412千円 1,584千円 2,996千円 0.2⼈ 0.0⼈ 0.0⼈

R2年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0⼈ 0.0⼈ 0.0⼈

事業費
要求額︓1,412千円  （前年度予算額 0千円）  財源︓臨時交付⾦ 

政策戦略査定︓計上   計上額:1,412千円

事業内容

１ 事業の⽬的・概要
新たな雇用等の受け皿として注目されている「労働者協同組合」について、制度や活用想定事例を周知するた

めのセミナー、設立に向けた手続等に係る専門家による相談対応を行い、多様な働き方での雇用創出を促進

する。

２ 主な事業内容

項目 概要 要求額
（千円）

説明

多様な雇用機会
創出促進事業

新たな雇用等の受け皿となる「労働者協同組
合」について、県内での活用を図る。
 
（１）労働者協同組合法に係るセミナーの実施
（士業、行政、起業・創業検討者等を対象に、3
回程度を想定）
 
（２）設立に向けた手続等への労働者協同組合
に係る相談窓口を、設立に向けた手続等への
対応ができる専門家へ依頼して設置（委託）

1,412
（１）390
（２）1,022

・労働者協同組合法
がR2年12月成立、2
年以内に施行予定。

計 1,412

※労働者協同組合とは組合員が自ら出資し、出資者の意見を反映して自らが事業に従事する法人制度。R2

年12月に法律が施行された（2年以内に施行）。

■主な法人との比較

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1313
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1411
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1304
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1305
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1307
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1345
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27182
http://db.pref.tottori.jp/yosan/R3Yosan_Koukai.nsf/index.htm
http://db.pref.tottori.jp/yosan/R3Yosan_Koukai.nsf/all-09.htm
http://db.pref.tottori.jp/yosan/R3Yosan_Koukai.nsf/index.htm
javascript:history.back()
javascript:history.back()
mailto:zaisei@pref.tottori.lg.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/
http://www.pref.tottori.jp/dd.aspx?menuid=9328
http://www.pref.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1545
http://www.pref.tottori.jp/dd.aspx?menuid=9318


組合／項目 労働者協同組合 企業組合 ＮＰＯ法人

出資 ○ ○ ×

設立 準則主義 認可主義 認証主義

目的 持続的で活力ある地域社会の
実現
新たな働き方のできる組織とし
ての雇用の受け皿

操業・雇用の場の確保、
組合員益の確保

公益・社会益の増進

対象 不特定多数 不特定多数 20種目対象者

出資配当 ×（非営利性） 従事分量配当、出資配当
（20％以内）

×（非営利性）

従事比率 総組合員の4/5以上は従事者
（原則として組合員全員が協同
で事業を行う）

組合員の1/2以上は従事
者

―

 
■労働者協同組合法のポイント

・組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする。

・出資配当は認めない（非営利性）。剰余金の配当は、従事分量による。

・組合は、組合員と労働契約を締結する（組合による労働法規の遵守）。

・その他、定款、役員等（理事、監事・組合員監査会）、総会、行政庁による監督、企業組合又はＮＰＯ法人か

らの組織変更、検討条項（施行後5年）等に関する規定を置く。

 
 

これまでの取組と成果

これまでの取組状況
○組合員が自ら出資し、出資者の意見を反映して自らが事業に従事する「労働者協同組合」について

は、令和2年12月、法律が成立（2年以内に施行）し、コロナ禍における雇用等の受け皿となりうると

ともに、多様な働き方・就労機会の創出、持続可能な地域づくりの観点から注目されている。

 

○法が施行されたばかりでまだ認知度が低いため、国・関係機関と一体となって制度の周知に努めて

いく。

これまでの取組に対する評価
○厚生労働省が法施行の準備中である。

 

財政課処理欄
 

要求額の財源内訳 (単位︓千円)

区分 事業費
財源内訳

国庫⽀出
⾦

使⽤料・
⼿数料

寄附⾦
分担⾦・
負担⾦

起債 財産収⼊ その他 ⼀般財源

前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0

要求額 1,412 0 0 0 0 0 0 0 1,412

 



財政課使⽤欄 (単位︓千円)

区分 事業費
国庫⽀出

⾦
使⽤料・
⼿数料

寄附⾦
分担⾦・
負担⾦

起債 財産収⼊ その他 ⼀般財源

計上額 1,412 1,412 0 0 0 0 0 0 0

保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0

別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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